
期間　：　令和２年７月１日 　～　 令和２年９月３０日　

当該事項

指名停止等措置要領

　当該事業者の代表取締役らは、東京都府中市発注の公園拡幅工事及び道路工
事等の入札に関し、府中市議から事前に入札情報の教示を受け、それらの情報を
もとに落札し、公正な入札を妨害したとして、令和２年６月２日、公契約関係競売等
妨害容疑で警視庁に逮捕された。
　このことが、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和５９年６
月１１日付け５９林野経第１５６号林野庁長官通知：最終改正令和元年７月１日元林
政政第１７０号）の別表第２第１０号（公契約関係競売等妨害又は談合）に該当する
ため。

九州防水
株式会社

福岡県
久留米市合川町422-18

自：令和 ２年　８月１８日
至：令和 ２年１０月１７日

２ヶ月

「工事請負契約指名停止等措置要領」
別表第２　 （贈賄及び不正行為等に基づく措置基準）
別表第２第３号ロ
（贈賄）
　３　次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該区域内の職員に対して
行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提
起されたとき。

　九州防水株式会社の取締役が、福岡県朝倉市役所が発注した平成29年７月九州
北部豪雨の災害復旧工事を巡り、平成31年４月下旬頃、事業費の増額及び入札予
定価格などが書かれた実施設計書をもらう便宜を図ってもらった見返りに朝倉市役
所職員に現金を渡したとして、令和２年６月14日、贈賄容疑で福岡県警に逮捕され
た。
　このことが、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和５９年６
月１１日付け５９林野経第１５６号林野庁長官通知：最終改正令和元年７月１日元林
政政第１７０号）の別表第２第３号ロ（贈賄）に該当するため。

①　株式会社
　　府中植木
　
②　株式会社
　　玉川造園

①　東京都
　　府中市若松町４－13－１

②　東京都
　　府中市小柳町３－19－３

①及び②の業者

自：令和 ２年　８月１８日
至：令和 ２年１１月１７日

３ヶ月

「工事請負契約指名停止等措置要領」
別表第２　 （贈賄及び不正行為等に基づく措置基準）
別表第２第１０号
（公契約関係競売等妨害又は談合）
　10　他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関
し、代表役員等が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により
逮捕せれ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき（第12号に
掲げる場合を除く。）。

別紙様式第 ３

指名停止等一覧表

業者名 本社所在地 指 名 停 止 期 間 指名停止の理由


